
 

 

議案第７６号 

  

   こども家庭庁設置法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定に   

   ついて 

  

  令和５年６月１３日提出 

                        前橋市長 山 本   龍   

  

  

   こども家庭庁設置法等の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

  

 （前橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第１条 前橋市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

前橋市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

  第２７条第１項各号列記以外の部分及び第４号並びに同条第２項本文中「厚生労

働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 

  第３８条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 （前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部改正） 

第２条 前橋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例（平成２６年前橋市条例第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第４条第２項ただし書中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第３号」に改

め、同項第１号中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改め、同項第２

号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同項第３号中「第

１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を「同条第３

号」に改める。 

  第６条第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条第

３項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第２号」を

「同条第２号」に改める。 

  第７条第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

  第８条中「第１９条第１項各号」を「第１９条各号」に改める。 

  第１３条第４項第３号ア(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に改め、同号ア(ｲ)中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

号イ(ｱ)中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同号イ(ｲ)中

「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 



 

 

  第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」に改め、同項第４号

中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

  第２０条第４号中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改める。 

  第３５条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「同項第２号」を

「同条第２号」に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同

条第３項後段中「同項第２号」を「同条第２号」に改める。 

  第３６条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第１号」を

「同条第１号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第３項後段中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条

第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

  第３７条第２項及び第３９条第２項中「第１９条第１項第３号」を「第１９条第

３号」に改める。 

  第４４条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

  第４８条本文中「の定員」を削る。 

  第５１条第１項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に、「第１９条第１項

第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条第３項後段中「第１９条第１項第３

号」を「第１９条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」

に、「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

  第５２条第１項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改め、同条

第２項中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に、「同項第３号」を

「同条第３号」に、「第１９条第１項第１号」を「第１９条第１号」に改め、同

条第３項後段中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改める。 

 （前橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正） 

第３条 前橋市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

６年前橋市条例第３７号）の一部を次のように改正する。 

  第２５条中「厚生労働大臣」を「内閣総理大臣」に改める。 

 （前橋市社会福祉審議会条例の一部改正） 

第４条 前橋市社会福祉審議会条例（平成２０年前橋市条例第３５号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条第１項第３号中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改める。 

 （前橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正） 



 

 

第５条 前橋市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例（平成２４年前橋市条例第４９号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１１号及び第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

  第６条第１項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」に改

める。 

  第８条に後段として次のように加える。 

   この場合において、重度訪問介護に係る指定障害福祉サービスの事業について

準用する第６条第１項中「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは、

「厚生労働大臣」と読み替えるものとする。 

  第４５条第１項及び第２項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官及び厚生労

働大臣」に改める。 

  第４９条第２項後段中「読み替える」の次に「ほか、重度訪問介護に係る基準該

当障害福祉サービスの事業について準用する場合に限り、第４５条中「こども家

庭庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替える」を加え

る。 

  第５６条第２項及び第５７条前段中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

  第１０５条第４項及び第１１４条第３項中「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長

官及び厚生労働大臣」に改める。 

  第１９６条第１項第２号ア中「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び

判定の基準等に関する省令」を「障害支援区分に係る市町村審査会による審査及

び判定の基準等に関する命令」に、「区分省令」を「区分命令」に改め、同号イ

からエまでの規定中「区分省令」を「区分命令」に改める。 

  第２０１条の４第１項第２号アからエまでの規定中「区分省令」を「区分命令」

に改める。 

 （前橋市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第６条 前橋市指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２４年前橋市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第１２号中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改める。 

 （前橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の

一部改正） 

第７条 前橋市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条

例（令和元年前橋市条例第３５号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項本文、第２４条第４項、第７２条第４項及び第１０５条第５項中

「厚生労働大臣」を「こども家庭庁長官」に改める。 



 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 


